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第 1章 序論



2

1.1 日本の鉄道車両の火災対策基準

1.1.1 近年の鉄道火災事故について

現在、日本における鉄道車両の火災防護に関する規制は、過去の鉄道火災事故を踏まえ

て整備された火災対策基準により行われている。しかし、2011 年には石勝線のトンネル内

での脱線火災事故、2015 年には東海道新幹線の放火事件が発生し、列車火災による大規模

な被害が生じた。石勝線の脱線火災事故では、火災対策基準で難燃性以上と評価されてい

る座席を含めた車内の内装のほぼ全てが焼失したと言われている。

以下に、石勝線脱線火災事故の概要を示す。

＜石勝線脱線火災事故＞1)

発生日時 平成２３年５月２７日（金）22時頃

発生場所 石勝線清風山信号場構内

（住所：勇払郡占冠村字ニニウ２９５３番地）

列  車 特急気４０１４Ｄ列車

（釧路駅発札幌駅行きスーパーおおぞら１４号６両編成）

概  況

本列車は、清風山信号場付近で３号車に乗務していた車掌が異音を感知するとともに横

揺れを感じたため、運転士に連絡し、運転士は直ちに非常停止手配を取り、当信号

場構内の第１ニニウトンネル(685m)内に停止した。停止後、車掌は３～６号車の車内点検を

行い、３号車に戻った際、２号車から白煙を認めたため、客室乗務員と協力して１～３号車

の乗客を４～６号車に案内した。

一方、運転士は指令と打合せを行い、トンネルから脱出するため、力行を試みたが、走

行不能であった。その後、車掌は降車し、トンネルの札幌方出口まで徒歩で１０分程度で

あることを確認した後、列車に戻ったところ、乗客がすでにドアから降りて避難を始めて

いた。運転士及び客室乗務員が最後尾となり車両からの避難を完了した。なお、この事故

で、トンネル内で充満した煙により 79名が負傷したが、幸い 1 人も死者を出すことなく

乗客・乗員全員が生還した。事故後の調査により、列車の脱線原因や燃料タンクの損傷が

明らかとなった。
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図 1.1.1 事故後の車両         図 1.1.2 事故後の車内

1.1.2 鉄道車両の火災対策基準とその変遷

現行の鉄道車両の火災対策基準は、過去の事故を踏まえて整備された「鉄道に関する技術

上の基準を定める省令（平成 13 年国交省令 151 号）」によって規定されている。その内容は

次の通りである。

＜鉄道に関する技術上の基準を定める省令（車両の火災対策に関わる部分を抜粋）＞2)

第五節 車両の火災対策等

（車両の火災対策）

第八十三条 車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるもので

なければならない。

２ アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなけ

ればならない。

３ 旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質で

なければならない。

４ 機関車（蒸気機関車を除く）、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車に

は、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。
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＜鉄道に関する技術上の基準を定める解釈基準（車両の火災対策に関わる部分を抜粋）＞2)

[基本項目]

1 車両の火災対策は、以下のとおりとする。

(1) 車両の電線及び機器等の火災対策は、次の表によるものとする。

電線 アークを発生または発熱

するおそれのある機器に

近接または接続するもの

極難燃性（不燃性を含む。以下に同じ。）の材

料で覆われていること。

上記以外のもの 難燃性（極難燃性及び不燃性を含む。以下に同

じ。）の材料で覆われていること。ただし、混

触又は短絡のおそれのないものあっては、この

限りでない。

電 気

機器

アークを発生または発熱

するおそれのある機器

床壁等から隔離し、必要に応じその間に絶縁性

かつ不燃性の防熱板を設けること。

内燃機関 機関は床壁等から隔離し、必要に応じてその間

に不燃性の防熱板を設けること。

排気管の煙突部分と車体の断熱強化を図るこ

と。（排気管の煙突部分等の損耗等により漏火

した場合においても車体への類焼を防止する

構造とすることをいい、例えば不燃性の防熱板

を設けた構造をいう。）

(2) 旅客車の火災対策は、次の表によるものとする。

表の赤字は平成 15 年 2 月に発生した大邱地下鉄火災を受けて、平成 16 年 12 月 27 日に

国土交通省から通達された火災対策関係の改正部分である。

部 位 一般旅客

車

地 下 鉄

等 旅 客

車 及 び

新 幹 線

旅客車

特殊鉄道（備考 10）

モ ア ム サ フ

屋根 屋 根

(備考

1)

金属製又は、金属と

同等以上の不燃性

(備考 2)

不燃性

○

モ

準

モ

準

金属製又は金属と同等

以上の不燃性

○

屋 根

上面

難燃性の絶縁材料で覆われていること（架空電

車線（特高圧の電車線を除く）区間を走行する

旅客電車に限る）

○ ○
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屋 根

上 面

に 取

り 付

け ら

れ た

機 器

及 び

金 具

類

取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難

燃性の絶縁材料により覆われていること（架空

電車線（特高圧の電車線を除く）区間を走行す

る旅客電車に限る）

○ ○

外板 妻部 難燃性      表面

の塗装(備考６)には

不燃性の材料を使用

すること。

不燃性    表面の塗装

（備考６）には不燃性の

材料を使用すること。

○ モ

準

モ

準

妻 部

以外

不燃性又は表面が不

燃性の材料で覆われ

たもの(備考３)であ

り、表面の塗装(備考

６)には不燃性の材

料を使用すること。

不燃性  表面の塗装

（備考６）には不燃性の

材料を使用すること。

○ モ

準

モ

準

天井 不燃性又は表面が不

燃性の材料で覆われ

たもの(備考３)であ

り、表面の塗装(備考

７)には不燃性の材

料を使用すること。

不 燃 性

放 射 熱 に

対 す る 耐

燃 焼 性 を

有 し 、 か

つ、耐溶融

滴 下 性 が

あること。

（備考５）

表 面 の 塗

装 （ 備 考

６）には不

燃 性 の 材

料 を 使 用

すること。

不 燃 性

表面の塗

装（備考

６）には不

燃性の材

料を使用

すること。

地

準

○

（

備

考

4）

地

準
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客室 内張 不燃性又は表面が不

燃性の材料で覆われ

たもの(備考３)であ

り、表面の塗装(備考

６)には不燃性の材

料を使用すること。

不燃性 表面の塗装（備

考６）には不燃性の材料

を使用すること。

○ モ

準

モ

準

断熱材及び防音

材

不燃性 ○ モ

準

モ

準

床 床 煙及び炎が通過するおそれの少ない構造 ○ モ

準

モ

準

床 の

上 敷

物

難燃性 ○ モ

準

モ

準

床 上

敷 物

下 の

詰 め

物（備

考７）

極難燃性 ○ モ

準

モ

準

床板 金属製又は金属と同等

以上の不燃性（備考２）

○ モ

準

モ

準

床 下

面（備

考８）

不燃性又は表面が

金属で覆われたもの

不 燃 性 又

は 表 面 が

金 属 で 覆

わ れ た も

の、かつ表

面 の 塗 装

（備考６）

は不燃性

表面の塗

装（備考

６）は不燃

性

○ モ

準

モ

準

床 下の 機器 箱

（備考９）

不燃性、ただし、絶縁

の必要がありやむを得

ない理由がある場合は

難燃性

○ モ

準

モ

準

座席 表地 難燃性 ○

詰 め

物

難燃性 ○ モ

準

モ

準
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下 方

に 電

熱 器

を 設

け て

い る

場合

発熱体と座席の間に不

燃性の防護板を設ける

○ モ

準

モ

準

日よけ 日 よ

け

難燃性 普

準

普

準

普

準

普

準

普

準

ほろ ほろ 難燃性 ○ ○ モ

準

備考１ 「屋根」とは、車体の上部構造のうち雨樋又は雨切りよりも上の部分をいうが、雨

樋又は雨切りが車体中心線から車体最大幅の三分の一の距離より内側にある場合

は、車体中心線からそれぞれ車体最大幅の三分の一の距離までの部分をいう。ただ

し、屋根の一部が妻部の外板と一体となっているものは、当該部分は(2)の表中「外

板」中の「妻部」とする。

備考２ 「屋根」及び「床」中の「同等以上の不燃性」とは、現在屋根及び床板に使用して

いる金属と同等又はそれ以上の不燃性の性能を意味しており、鉄道車両用材料の

燃焼性規格で規定する不燃性とは異なる。備考３ 「表面が不燃性の材料により覆

われたもの」には、不燃性でない材料を金属等不燃性の材料によりだき合わせたも

のを含む。

備考４ 案内軌条式鉄道のうち、地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使

用する車両の「天井」は、地下鉄旅客車等の規定によること。

備考５ 「放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性※aがあること」とする材料

には、天井材のほか客室上部に設備されている空調吹き出し口等の主要な設備を

含む。ただし、材料が小さい等の理由により延焼拡大に影響を及ぼさないものを除

く。

備考６ 「表面の塗装」とは、多重塗装の場合には最外層の塗装をいう。

備考７ 「床上敷物下の詰め物」とは、キーストン構造の床に詰めるものをいうが、金属と

金属の間又は金属と床敷物の間に挟まれたハードボード、耐水ベニヤ等もこの規

定の詰め物に含まれる。

備考 8 床下に設置した機器から発生する熱風が床下面に影響を与えないよう、床下面の下

に金属板を取り付けた場合には、当該金属板を「床下面」とみなす。

備考９「床下の機器箱」には、リレー等のカバーは含まない。

備考 10 (2)の表中、特殊鉄道欄の種類の略称は、次のとおりとする。

モ：懸垂式鉄道及び跨座式鉄道

ア：案内軌条式鉄道

ム：無軌条電車

サ：鋼索鉄道

フ：浮上式鉄道

※a耐溶融滴下性は、上記の鉄道車両用非金属材料の試験方法で、アルコール燃焼後の材料

表面が平滑性を保っているものをいう。
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以下に、過去の鉄道火災事故および火災対策基準の変遷について記す。特に死傷者数が

多かった西成線列車脱線火災事故、桜木町事故、北陸トンネル列車火災事故は、車両の設計

に大きな影響を与えたと考えられる。

現在の鉄道車両用材料は、平成 14年に施工された技術基準を定める省令に規定しており、

韓国の大邱地下鉄火災事件 (2003 年)を受けて、平成 16 年に技術基準を定める省令が改正

されて現在に至っている。

表 1.1.1 過去の鉄道火災事故、燃焼試験及び火災対策基準の変遷 3)4)

年月 名称 概要

1940 年 1 月 国鉄西成線 安治川口駅火災事故 出火原因：脱線・転覆

出火物：燃料のガソリン（気動車）

被害：車両１両、死者 191名、負傷者 92名

事故後の対策：気動車の発動機を引火性の低い軽油

を用いるディーゼルに転換。

1945 年 福知山線 火災事故 出火原因：タバコによる引火

出火物：揮発油

被害：全車両全焼、死者 8名、負傷者 65名

1947 年 4月 近鉄奈良線 生駒山トンネル火災

事故

出火原因・出火物：主抵抗器の過熱

被害：車両３両、死者 64 名、負傷者 28名

1949 年 名古屋鉄道線 火災事故 出火原因：タバコによる引火

出火物：タバコ

被害：死者 55名

1949 年 近鉄宇治山田線 火災事故 出火物：可燃物

被害：車両２両、死者 9名

1951 年 4月 国鉄京浜東北線 桜木町事故 出火原因：架線・パンタグラフの短絡

出火物：屋根

被害：車両２両（うち１両全焼、１両半焼）、死者

106 名、負傷者 92 名

問題点：被災した車両に可燃性材料（壁・床・座席

は木材、屋根はベニヤ、可燃性の塗料）が多用され

ていた。

事故後の対策：車両の難燃化、パンタグラフおよび

屋根の絶縁強化。

1951 年 10 月 国鉄 木造客車の燃焼試験 名古屋工場豊川分工場にて、木造車（ナハフ 24000

形客車）の燃焼試験を実施。この試験で、木造車体

に用いる防火処理材料の耐火性を確認。



9

1956 年 5 月 南海高野線 高野山トンネル火災

事故

出火原因・出火物：主抵抗器の過熱

被害：全車両全焼、死者 1名、負傷者 42名

問題点：車両の骨組みは鋼製であったが、屋根・

床・内装は木製であった。

1956 年 6月 電車の火災事故対策について

（鉄運 39号）

南海高野線の火災事故を契機に制定。

電車の構造を極力不燃化にすること等を通達。

1956 年 8月 電車の火災事故対策の通達に関

する補足説明について（鉄運 58

号）

1957 年 1月 電車の火災事故対策に関する処

理方について（鉄運 5号）

具体的な構造を定めた実施要項を定めて、地下鉄道

等電車を A様式、その他を B様式として車両区分を

通達。

電車の火災事故対策に関する処

理方の注釈について（鉄運 6

号）

1957 年 7月 大阪市地下鉄御堂筋線 西田辺停

留場構内火災事故

出火原因・出火物：集電装置

被害：車両全焼

1957 年 12 月 電車の火災事故対策に関する処

理方の一部改正について（鉄運

136 号）

御堂筋線の火災を契機に改正。

新たに、A-A 様式を追加し、地下を走行する車両の

火災対策を強化。（地下を走行する車両に対する不

燃化構造を規定）

電車の火災事故対策に関する処

理方の一部改正に伴う注釈つい

て（鉄運 137号）

1968 年 1月 営団地下鉄日比谷線 火災事故 出火原因・出火物：主抵抗器の過熱

被害：車両２両（うち１両全焼、１両半焼）、負傷

者 11名

問題点：不燃化の最高基準に該当していた A-A 基準

の車両が全焼した。

1969 年 5月 電車の火災事故対策について

（鉄運 81号）

日比谷線の火災を契機に制定。

車両区分を見直し、新たに A-A基準、A基準および

B基準を規定。

電熱等を発生させる機器に対する防護および使用材

料の燃焼性試験方法等（燃焼性規格を含む）を明確

化。
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1970 年 運輸省および消防庁による車両

燃焼試験

営団中野工場内にて、模擬トンネルを建設し、従来

の A-A 基準の車両および新たに防火対策を施した車

両を試験し、防熱板の性能調査等を実施。

結果として、抵抗器過熱による火災に対する防止効

果等を確認。

1971 年 国鉄山陽線 火災事故 出火原因：タバコによる引火

出火物：洗面所の屑物入れ

被害：車両１両、死者 4名、負傷者 1名

1972 年 11 月 国鉄北陸線 北陸トンネル火災事

故

出火原因：電気暖房器配線の接触不良

出火物：床木材

被害：車両１両、死者 30 名、負傷者 714名

1972 年 12 月 国鉄 大船工場 車両燃焼試験 北陸トンネル火災事故を契機に実施。

事故車と同じ構造の客車（ナハ 11 形）を用いた定

置状態の燃焼試験を実施。

試験は、火源（新聞紙にアルコール 200mL をしみこ

ませたもの）を座席に置き、着火する方法で実施。

不燃対策未実施の車両の燃焼性状を確認するために

実施された。着火後 2分で火炎は天井に達し、約

10 分でフラッシュオーバーが発生し、約30 分で焼

け落ちた。

1973 年

-1974 年

国鉄 狩勝実験線 車両燃焼試験

国鉄 宮古線 猿峠トンネル 車両

燃焼試験

北陸トンネル火災事故を契機に実施。

フラッシュオーバー発生後の車両の走行に関する影

響等の調査を目的として、動物実験を含めて実施さ

れた。火源はアルコール 400mLとした。

試験の結果、難燃化を施した車両は局部的に損傷し

た程度で自然鎮火し、動物の生存も確認。トンネル

内で列車火災が発生した場合、走行を継続し、トン

ネル外に脱出することが有効であることが確認され

た。

1973 年 10 月 電車の火災事故対策の一部改正

について

山岳トンネルを運転する車両に対する基準を強化

1975 年 1月 地下鉄道の火災対策の基準につ

いて（鉄総 49号の 2）

地下駅およびトンネルの火災対策の検討。建造物の

不燃化、防火管理室・二方向避難路等の整備等の規

定。

1975 年 2月 地下鉄道の火災対策の基準の取

り扱いについて（鉄士 9号）
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1982 年 4 月 地下鉄道の火災対策の基準の取

り扱いの改正について（鉄士 70

号）

排煙設備の設計方法等を通達。

1987 年 3月 普通鉄道構造規則（運輸省令 14

号）

国鉄の分割民営化に伴い、関係省令の整備が図ら

れ、従来の通達内容を鉄道構造規則の中に盛り込

み、省令として、火災対策基準を規定。A-A 基準等

の呼称を廃止。

特殊鉄道構造規則（運輸省令 19

号）

1987 年 4月 車両に係る普通鉄道構造規則及

び特殊鉄道構造規則の運用等に

ついて

1988 年 3月 JR 東日本 上越線火災事故

（アルカディア号火災事故）

出火原因・出火物：排気管の過熱

被害：車両１両全焼、死傷者 0名

事故後の対策：長期アイドル運転の中止、煙突部断

熱強化。

1991 年 11 月 日本鉄道技術協会による燃焼試

験

（後述）

1993 年 東京消防庁による燃焼試験 （後述）

2001 年 12 月 鉄道に関する技術上の基準を定

める省令（国交省令 151 号）

普通鉄道構造規則の廃止。仕様規定として鉄道の種

類ごとに規定されていた基準を一本化し、性能規定

化。

2002 年 3月 鉄道に関する技術上の基準を定

める省令の解釈基準（国交技

157 号）

具体的な解釈基準について規定。

2003 年 2月 韓国・大邱都市鉄道公社 地下鉄

１号線 中央路駅放火事件

出火原因：放火（焼身）

出火物：床材（ガソリン）

被害：２列車（対向列車含む）全焼、死者 192 名、

負傷者 146 名

2003 年 8 月 JR 東海 中央線 放火事件 出火原因：放火（焼身）

被害：座席、床等一部損傷、死者 1名

2003 年 9月 地下鉄道の火災対策検討会によ

る燃焼試験

（後述）

2004 年 12 月 鉄道に関する技術上の基準を定

める省令の解釈基準の改正

新たに大火源火災を考慮し、天井材に対する試験項

目に ISO 5660-1 コーンカロリーメータ試験を追

加。



12

2011 年 5 月 JR 北海道石勝線

第一ニニウトンネル

車両部品脱落、脱線破損。

被害：負傷者 79 名

2015 年 6月 JR 東海 東海道新幹線

放火事件

出火原因：放火

被害：負傷者 28 名 死者 2名

◯1991 年 11 月 日本技術協会による燃焼試験について

（試験概要）

つくば市建設省土木研究所内の実大トンネル実験施設において、主回路抵抗器の発熱試

験および営団丸ノ内線 400 形車両（不燃化改修済）を用いた車内燃焼試験を実施した。火

源は、持ち込み火源を想定し、エタノール 300mL または 600mL、新聞紙および灯油 400mL

を組み合わせて実施（本燃焼試験以降に実施された燃焼試験は、すべて持ち込み火源を想

定）。また、点火位置は座席とした。

（試験結果）

主回路抵抗器の発熱試験においては、抵抗器周辺部位に若干の温度上昇が認められたも

のの、火炎の発生や顕著な発煙の状況は見られなかった。

車内燃焼試験では、火炎は拡大せず、灯油を除き自然鎮火、点火 5 分後においても 7〜

9m の視界が確保され、避難上大きな支障とならないことを確認。また、燃焼生成ガスにつ

いても人体にとっては安全な範囲であった。

各試験とも、火災の拡大はなく、A-A 基準適合車の火災に対する安全性が確認された。

◯1993 年 東京消防庁による燃焼試験について

（試験概要）

建設省建築研究所において、可燃物そのものの試験および座席等の単体設備の試験を行

うとともに、営団行徳検車区にて、実車両を用いた燃焼試験を行った。可燃物について

は、車両内への持ち込みが可能な範囲の火源で、過去の試験に比べ大きいものであった。

車両内の火災を想定したものとして、灯油 2L が入ったペットボトルを紙製手提げ袋に

入れたものを火源とした。また、実大車両の予備実験では、パンタグラフの火災を想定し

たものとして、布に灯油 400mL を染み込ませたもの、車両床下の火災を想定したものとし

てオイルパンに灯油 2L と布を入れたものを火源として実施した。

（試験結果）

実車両試験では、火源が設置された座席部分とその周辺が燃焼した程度に止まったが、

材料試験では、大規模な火源で内壁全体が加熱された場合は、燃焼が拡大する可能性が否

定できないものとされた。
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煙濃度については、𝐶ௌ = 0.1 1/mを避難限界とした場合、火元車両では２分〜５分程度

で、隣接車両では連結部扉解放の状態で５分〜１０分で達した。連結部の扉を早期に閉鎖

することが必要であることが確認された。

燃焼生成ガスは、実験の条件や燃焼性状によって大きく異なるが、着火後１分 30 秒〜

８分で人体に対する相当の影響があることが確認された。ただし、連結扉を閉鎖した状態

では、隣接車両での影響はほとんどなかった。

天井面の温度上昇を考慮し、車両内に設置される保安上重要な配線への配慮が必要であ

ることが確認された。

◯2003 年 9月 地下鉄道の火災対策検討会による燃焼試験について

（試験概要）

韓国・大邱の地下鉄火災を契機に、消防研究所の大規模実験棟・主試験場において、当

時の火災対策基準に適合した地下鉄車両（営団 5000 系電車、長手方向の中間で切断した

もの）を用いた燃焼試験を実施した。火源には、韓国・大邱地下鉄火災の火災事故に相当

する、ガソリン 4L を採用し、その散布位置、火災拡大に影響を及ぼすと考えられる天井

の使用材料および開口条件を変えることで試験が行われた。

（試験結果）

着火後すぐに急激な燃焼により火炎は天井まで達し、着火後 30 秒程度で火勢は最大と

なった。天井面に加わる熱流束は 120kW/m2〜150kW/m2と、通常の建物火災で生じる

100kW/m2を超える熱流束を記録した。

天井材料はいずれの場合においても延焼拡大せず、局部的な燃焼に留まることが確認さ

れた。座席、壁面および床面はガソリンの燃焼による加熱を受けても延焼拡大し難いこと

が確認された。

車両の天井直下に滞留する燃焼ガスの測定では、着火後の急激な燃焼と同時に酸素が消

費されるとともに、一酸化炭素濃度は 2%〜3.5%に達し、短時間の暴露でも死に至る濃度と

なった。ただし、その濃度はガソリンの燃焼とともに変化したため、一時的であった。

1.1.3 現行の鉄道車両材料の火災対策基準

現在の日本の鉄道車両の火災対策は、2002 年 3 月に施工された「技術基準を定める省

令」で規定されており、鉄道車両用材料の燃焼試験方法は、第 8 章第 5節第 83 条の解釈

基準に定められている。ここでは旅客車の車体は予想される火災の発生及び延焼を防ぐこ

とができる構造及び材質でなければならないと規定されており、その材料の燃焼性を「不

燃性」、「難燃性」、「極難燃性」の 3 つのカテゴリーで評価している。
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＜日本の鉄道車両用材料の燃焼試験方法＞

日本における鉄道車両用材料の燃焼試験方法(以下、45°法試験)では、図に示すよう

に、B5 判の試験体(182mm×257mm)を 45 度に傾斜して保持し、アルコールを入れた容器の

底の中心が、試験体の下面中心の垂直下方 1 インチ(25.4mm)に位置するように設置する。

このとき、試験体はコルク等のような熱伝導率が低い材料の台にのせ、準エチルアルコー

ル 0.5cc に着火し、燃え尽きるまで継続する。

図 1.1.3 45°法試験概略図

燃焼性状の判定は、表に示すようにアルコールの燃焼中と燃焼後に分けて、燃焼中は試

験体への着火、着炎、発煙状態及び火炎の状態を評価し、燃焼後は、残炎、残塵、炭化及

び変形状態を評価する。

表 1.1.2 鉄道車両用材料の燃焼性規格

区分
アルコール燃焼中 アルコール燃焼後

着火 着炎 煙 火勢 残炎 残じん 炭化 変形

不燃性 なし なし 僅少 - - - 100mm 以下の変色
100mm以下の表

面的変形

極 難 燃

性

なし なし 少ない - - -
試験片の上端に

達しない

150mm以下の変

形

あり あり 少ない 弱い なし なし 30mm 以下

難燃性 あり あり 普通

炎が試験片

の上端を超

えない

なし なし
試験片の上端に

達する

縁に達する変

形、局部的貫通

孔

45°

供試材

アルコール容器

容器受台
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鉄道に関する技術上の基準を定める解釈基準にある「耐燃焼性」は、以下に示す鉄道車

両用非金属材料に関する方法により試験し、性能の判定は表に示す評価基準に基づく。こ

の試験方法は ISO 5660-1 に準じた方法であり、試験体は 100mm×100mm、厚さ 50mm 以下で

表面が平坦なものとする。試験体はコーンカロリーメータを用いて加熱する。このとき、

試験体の燃焼状況が観察できるとともに、試験体の発熱量が計測できる。規格では、放射

加熱強度 50kW/m²で 10 分間加熱した時の着火時間、最大発熱速度(kW/m²)及び総発熱量

(MJ/m²)等の計測が規定されている。ここで、着火時間は試験体から火炎が確認されてか

ら 10 秒以上火炎が存在した場合を着火とみなし、試験開始から最初に着火が確認される

までの時間とする。

表 1.1.3 鉄道車両用材料の耐燃焼性評価基準

総発熱量 (MJ/m²) 着火時間 (sec.) 最大発熱速度 (kW/m²)

8 以下 ― 300 以下

8 を超え 30以下 60 以上

以上のように、日本においては、鉄道車両に用いられる材料は、使用される区分ごとに

燃焼性規格、不燃性、極難燃性、難燃性を定め、独自の試験方法によりこれらを評価し、

鉄道車両の防火対策に努めている。
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1.2 欧州における火災対策規格

1.2.1 EN45545（鉄道車両の火災防護に関する規格）について

EN45545（以下、EN 規格）は、欧州における鉄道車両の国家間相互運用を考慮し、従来、

各国独自の規制で運用されていた鉄道車両の防火性能に関する要求事項を欧州域内で統一

することを目的に開発された規格である。これは、2013 年から欧州域内の鉄道車両用部材

の防火性能を規制するために用いられている。現状は、BS(英)、NF(仏)、DIN(独)など各国

の防火規格と併存しているが、近い将来、EU 加盟国は、自国の鉄道車両防火規格をこの規

格に置き換える予定である。当該規格では、鉄道車両に用いられるケーブル、壁材、床材、

シート材等の各種部材の防火性能の要求として、車両の区分毎に各部材に要求される着火

性、発熱性、延焼性、発煙性及び煙の毒性等についての基準値が定められている。そのため、

日本の鉄道車両を海外に輸出する際に満たさなければならない重要な規格である。

EN 規格は、車両火災時の鉄道車両の乗客及びスタッフを保護することを目的としており、

以下の通り第 1 部から第 7 部で構成されている。

第 1 部：一般要求事項

第 2 部：材料及び部品の火災挙動に対する要求事項

第 3 部：火災バリアーに対する対火要求事項

第 4 部：鉄道車両設計のための火災安全要求事項

第 5 部：トロリーバス、軌道ガイドバス、マグレブを含む電気機器の火災安全要求事項

第 6 部：火災制御、管理システム

第 7 部：可燃性液体及びガス積載に対する火災安全要求事項

要求事項が各パートに詳細に記載されている。

このうち鉄道車両材料の満たすべき基準と試験方法について、第 1 部および第 2 部に記載

されている。
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1.2.2 EN 規格における基準値

鉄道車両のデザインと用いられた製品は、万が一車内で火災が発生した場合に乗客乗員

が安全に避難できる許容レベルに達するように火災成長を制限する目的を取り入れなけれ

ばならない。

ハザードレベル(以下、HL)は、表 1.2.1 に記述されているような、EN 45545-1 で定義さ

れている車両区分と路線区分という 2つの面から車両の種類を分類し、EN45545-2 で、これ

らのカテゴリーを組み合わせてどの要求事項を適用するかを判断している。HL は、材料の

火災安全要件の等級付けのための表 1.2.3 に用いられる。製品の評価は、最も低い HL に該

当するものが評価結果となる。（20 頁の表 1.2.3 における要件 R1 および R2 の T10.01 の場

合、試験結果が 400 ならば HL2 の 300 を超えているため、評価結果は HL1 となる。）なお、

HL は HL1 が最も緩く、HL3 が最も厳しい条件である。

表 1.2.1 ハザードレベルの分類

路線区分※b） 車両区分

N：一般車両 A：乗務員不在の

自動運転車両

D：二階建て車両 S：寝台車両

１ HL1 HL1 HL1 HL2

２ HL2 HL2 HL2 HL2

３ HL2 HL2 HL2 HL3

４ HL3 HL3 HL3 HL3

※b）路線区分

１）地上走行車両：トンネル及び高架部がなく車両外への避難が可能。

２）トンネルまたは高架部を走行：車両外への避難が可能で、安全な地点へ短い時間で到達可能。

３）トンネルまたは高架部を走行：車両外への避難が可能で、安全な地点へ到達するのに時間がかかる。

４）トンネルまたは高架部を走行：車両外への避難が不可能で、安全な地点へ短い時間で到達可能。
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1.2.3 各部材の分類 5)

EN 規格では、図 1.2.1 の示す手順に沿って、鉄道車両用材料を細かく分類（以降、グル

ーピング）し、それぞれにおいて規定されている要件を満たすように複数の試験が定めさ

れている。設計した材料が、要件を満たしていれば使用することが可能になる。しかし、

要件を満たすことが出来ない場合は再設計となる。要件については、以下に示す通りであ

る。なお、要件の詳細は表 1.2.3 に記す。

図 1.2.1 フローチャート

Yes

※c 図の R○○は、各材料で規定されている要件を表す。

表 1.2.3表 1.2.3

※c
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＜リストに記載されている製品＞

材料と部材の防火性能要件に対する（燃焼）挙動は、それらの固有の性質だけでなく、以

下の 3 点にも依存する。

①デザイン（設計）における、材料または部材の配置

②材料の形状やレイアウト

③暴露表面や材料の相対質量、厚さ

この基礎に基づき、リストに記載されている製品は分類されて、さらに以下の④⑤のように

サブグループに分類される。

④それらの一般的な配置（内装 or 外装）  

⑤それらの具体的な用途（家具（ファニチャー）、電気設備または機械設備）

サブグループ内では、それぞれのリストに記載されている製品に対して、配置や暴露表面、

それらの形状（ジオメトリー）、一般的な性質を考慮し、適切な度合いで火災成長を抑制す

るための製品の能力を定義する要件のセットが与えられる。リストに記載されている製品

への要件のセットは、表 1.2.3 で与えられ、R1〜R26 で指定されている。それぞれの要件の

セットの内容は、表 1.2.3 および表 1.2.4 に記載されている。

リストに記載されている材料は、以下の表に示す 5つのグループに分類される。

表 1.2.2 リストに記載されている製品の分類条件

製品番号 名称 要件

IN ① 内装 R1～5,7,10,22

EX ② （車両）外部に配置される製品 R7～9,17,23

F ③ 備品     R1,6,18～21

EL ④ 電気基準設備 R7,11～16,22～26

M ⑤ 機械設備 R9,22,23
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（1/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

IN1A 断熱材

R1

T02 延焼性 20 a

IN1B 天井パネル

IN1D キャビティ内の内部温度

IN1E ボディシェルの内部に設置された収納装置 T03.01 発熱性、着火性 - 90 90
IN4 荷物保管エリア

IN5 運転台

IN6A 貫通路膜の室内側 T10.01 発煙性 600 300 150
IN7 窓枠

IN8 乗務員室用区切り

IN9B テーブル T10.02 発煙性 1200 600 300
IN11 灰皿

IN12A 空気ダクト-内部表面

IN12B 空気ダクト-外部表面 T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
IN14 旅客情報装置

F5 寝台およびベッドの裏面

IN2 面積が 0.02m2以下の表面 R2 T02 延焼性 13 a

IN9A 化粧室の洗面台
T03.01 発熱性・着火性 - a - a 90
T10.01 発煙性 600 300 150

IN10 コンテナ（槽）
T10.02 発煙性 1200 600 300

T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（2/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

IN3A 最長片・条片（幅が 200mm以下） R3 T02 延焼性 13 a

T03.01 発熱性・着火性 -a

T10.01 発煙性 - 480 240
T10.02 発煙性 - 960 480
T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

IN3B ライトディフューザー R4 T02 延焼性 13
T05 火炎伝播 150（60秒以内）

T05 燃焼液滴 0
T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

IN13 エアーフィルター R5 T05 火炎伝播 150（60秒以内）

T03.02 発熱性・着火性 50
T10.03 発煙性 300 250 200
T11.02 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

F1C 旅客座席のシェル-底面 R6 T03.01 発熱性・着火性 90 90 60
T10.01 発煙性 600 300 150

F1D 旅客座席のシェル-背面 T10.02 発煙性 1200 600 300
T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（3/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

IN6B 貫通路の内装表面 R7 T02 延焼性 20 a

IN12C 機関車の空気ダクト

EX1A 外部ボディシェルの壁 T03.01 発熱性・着火性 -a 90 60
EX1C 技術装置を囲う収納装置の外部表面

EX3 外部ボディシェルの台枠

EX4 外部ダクト T10.04 発煙性 - 600 300
EX5 外部の設計特注

EX6A 台枠に取り付けられたコンテナ

EX7 貫通路の外部表面 T11.01 ガス毒性 - 1.8 1.5
EX8 台車の構造体と部品

EL3C アーク飛沫防護材料

EX2 外部ボディシェルの屋根 R8 T02 延焼性 20
T03.01 発熱性・着火性 - 90 60

EX6B 屋根上のコンテナ T10.04 発煙性 - 600 300
T11.01 ガス毒性 - 1.8 1.5

EX9 空気ばね懸架の空気袋 R9 T03.02 発熱性・着火性 90
EX10 駆動部分 T10.03 発煙性 - 600 300
EX11 タイヤ T11.02 ガス毒性 - 1.8 1.5
M1 フレキシブルメタル
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（4/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

IN1C 断熱材、ボックス、天井パネル R10 T04 延焼性 4.5 6 8
T03.02 発熱性・着火性 - - -

IN15 複合床材 T10.03 発煙性 600 300 150
T11.02 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

EL3A 耐アーク絶縁材料タイプ A R11 T02 延焼性 30 a

T03.01 発熱性・着火性 90 90 60
T10.01 発煙性 600 300 150
T10.02 発煙性 1200 600 300
T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

EL3B 耐アーク絶縁材料タイプ B R12 T02 延焼性 40 a

T03.01 発熱性・着火性 60
T10.01 発煙性 600 300 150
T10.02 発煙性 1200 600 300
T11.01 ガス毒性 1.2 0.9 0.75

EL8 ブレーキ抵抗器 R13 T14 耐火等級 A1 A1 A1

EL4 可燃性絶縁液 R14 T08 発火点 300

EL1A 内装用ケーブル R15 T09.01 未燃焼長さ 燃焼部≦540 かつ、

未燃焼部>50

T09.02 前面および背面の炭化領域長さ 2.5
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（5/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

EL1A 内装用ケーブル R15 T09.03 前面および背面の炭化領域長さ 2.5
T09.04 前面および背面の炭化領域長さ 1.5
T13 25 50 75
T15 10 10 6

EL1B 外装用ケーブル R16 T09.01 未燃焼長さ 燃焼部≦540 かつ、

未燃焼部>50

T09.02 前面および背面の炭化領域長さ
2.5

T09.03
T09.04 1.5
T13 - 25 50
T15 10 10 6

EX1B 運転室のハウジング-外装面 R17 T02 延焼性 13 a

T03.01 発熱性・着火性 - a 90 60
T10.04 発煙性 - 600 300
T11.01 ガス毒性 - 1.8 1.5

F1 旅客座席一式 R18
b

T06 発熱性・着火性 75 50 20
T06 350

F2 乗務員室の座席 R19 T03.02 発熱性・着火性 75 50 50
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（6/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

F4 緩い座席の椅子張り材、寝台およびベッド R20 T07 燃焼後の時間 10

T03.02 発熱性・着火性 50

T10.03 発煙性 200

T11.02 ガス毒性 0.75

F1A 旅客座席の椅子張り材およびヘッドレスト R21 T03.02 発熱性・着火性 75 50 50
F1B 旅客座席のシェル T10.03 発煙性 300 300 200
F1E 取り外し可能なヘッドレスト T11.02 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
F3 マットレス

IN16 内装用シール R22 T01 酸素含有量 28 28 32
EL2 ケーブル格納容器（線形の製品） T10.03 発煙性 600 300 150
EL6A 供給管路システム装置および高出力装置-内部

EL7A チョークおよびコイル-外部 T12 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
M2 ホース-内部

EX12 外装用ケーブル R23 T01 酸素含有量 28 28 32
EL2 ケーブル格納容器（線形の製品）

EL5 供給管路システム装置-外部 T10.03 発煙性 600 300 150
EL6B 供給管路システム装置および高出力装置-外部

EL7B チョークおよびコイル-外部 T12 ガス毒性 1.2 0.9 0.75
M3 ホース-外部
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表 1.2.3 リストに記載されている製品と評価項目および基準値（7/7）

製品番号 対象材料 要件 参照 評価項目 基準値

HL1 HL2 HL3

R24 T01 酸素含有量 28 28 32

L9 プリント基板 R25 T16 グローワイヤー温度 850

EL10 小型電気技術製品 R26 T17 小規模垂直炎試験 V0
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＜試験方法の概要＞

下記の表 1.2.4 に参照文書の試験条件の概要について示す。

表 1.2.4 試験方法の概要（1/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T01 EN ISO 4589-2 酸素指数による燃焼性状の

定量分析

Part 2: 室温における試験

OI

[通常は％で報告]

最小限度 OI は、酸素指数（Oxygen Index）の略語。

T02 ISO 5658-2a 横方向の火災伝播（延焼

性）

CFE [kW/m2] 最小限度 CFE は、消火時の臨界流束（Critical Flux 

at Extinguishment）の略語

T03.01 ISO 5660-1 火炎に対する反応試験 − 発

熱速度、発煙速度および質

量減少速度 − Part 1: 発熱

速度（コーンカロリーメー

タ法）

MARHE[kW/m2] 最大限度 MARHE は、最大平均発熱速度（Maximum 

Average Rate of Heat Emission）。

データ収集間隔は２秒とし、データ収集は 20

分で停止することとする。放射加熱強度は

50kW/m2とする。

ARHE と MARHE の結果は、kW/m2の単位で表さ

れる。（単位面積あたりの発熱速度）
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表 1.2.4 試験方法の概要（2/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T03.02 ISO 5660-1 火炎に対する反応試験 −

発熱速度、発煙速度およ

び質量減少速度 − Part 

1: 発熱速度（コーンカ

ロリーメータ法）

MARHE[kW/m2] 最大限度 MARHE は、最大平均発熱速度（Maximum 

Average Rate of Heat Emission）。

データ収集間隔は２秒とし、データ収集は

20 分で停止することとする。放射加熱強度

は 25kW/m2とする。

ARHE と MARHE の結果は、kW/m2の単位で表さ

れる。（単位面積あたりの発熱速度）

T04 EN ISO 9293-1 床材の水平方向の延焼性

に対する放射パネル試験

CHF[kW/m2] 最小限度 CHF は、消火時の臨界熱流束（Critical 

Heat Flux at extinguishment）。

T05 EN ISO 11952-2a 火炎に直接曝された時の

着火

30 秒の火炎

接触

60 秒以内に

150mm 以上延焼

しないこと
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表 1.2.4 試験方法の概要（3/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T06 ISO/TR 9705-2 切り裂かれた座席のファ

ニチャーカロリーメータ

試験

MARHE[kW/m2] 最大限度 MARHE は、最大平均発熱速度（Maximum Average 

Rate of Heat Emission）。

Annex B を参照のこと。

MARHE の結果は、kWの単位で表される。

T07 EN ISO 12952-2 繊維製品 − 寝具製品の

着火性の評価 − Part 2: 

着火源：マッチの炎と同

等のもの

燃焼後の時間

[s]

最大限度 着火なしは、以下のように定義される。

− 燃焼の持続が 10秒未満。

− 火炎がいずれの試験片の端を超えない。

T08 ISO 2592

ISO 2719

発火点と引火点の測定 −

クリーブランド開放法

クラス K

発火点[℃]

最小限度

T09.01 EN 60332-1-2 電気ケーブルおよび光フ

ァイバーケーブルの火災

条件下における試験 −

Part 1-2: 単一の絶縁電

線および絶縁ケーブル用

の垂直延焼性試験 − 1kW

の予混合火炎の方法

炭化領域の高

さおよび未燃

焼領域の高さ

[mm]

ケーブル

の未燃焼

長さ

>50mm

全てのケーブルに対する予備試験。

「燃焼部」および「未燃焼部」の定義は、試験方法

の Annex A で与えられる。
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表 1.2.4 試験方法の概要（4/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T09.02 EN 60332-3-24 火災条件下におけるケー

ブルの一般的な試験方法

前面および背面の

炭化領域の高さ[m]

最大限度

2.5

直径が 12mm以上（𝐷 > 12𝑚𝑚 ）のケーブル

の試験。

T09.03 EN 50305:2002, 

9.1.1

鉄道への適用 − 特殊な火

災特性を有する鉄道車両

用ケーブル − 試験方法

前面および背面の

炭化領域の高さ[m]

最大限度

2.5

直径が 6mmを超過し、12mm 未満（6𝑚𝑚 <

𝐷 < 12𝑚𝑚 ）のケーブルの試験。

T09.04 EN 50305:2002, 

9.1.2

鉄道への適用 − 特殊な火

災特性を有する鉄道車両

用ケーブル − 試験方法

前面および背面の

炭化領域の高さ[m]

最大限度

1.5

直径が 6mm以上（𝐷 < 6𝑚𝑚 ）のケーブルの

試験。

T10.01 EN ISO 5659-2 プラスチック − 煙の発生

− Part 2: シングルチャ

ンバー試験による光学濃

度の測定

DS

[無次元]

最大限度 放射加熱強度 50kW/m2、口火なし。試験時間

は 10 分。

DS (4)は、4 分間後におけるテストチャンバ

ー内の光学密度に、計器および試験片の大

きさに依存する係数を乗じたもの。（４分後

間の比光学密度）
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表 1.2.4 試験方法の概要（5/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T10.02 EN ISO 5659-2 プラスチック − 煙の発生 −

Part 2: シングルチャンバー

試験による光学濃度の測定

VOF4

[無次元]

最大限度 放射加熱強度 50kW/m2、口火なし。試験時間

は 10 分。

VOF4は、試験の最初の 4分間の比光学密度

（DS）の累積値。

T10.03 EN ISO 5659-2 プラスチック − 煙の発生 −

Part 2: シングルチャンバー

試験による光学濃度の測定

DS max

[無次元]

最大限度 DS max は、テストチャンバー内の最大光学

密度。試験時間は 10分。

放射加熱強度 25kW/m2、口火あり。

T10.04 EN ISO 5659-2 プラスチック − 煙の発生 −

Part 2: シングルチャンバー

試験による光学濃度の測定

DS max

[無次元]

最大限度 DS max は、テストチャンバー内の最大光学

密度。試験時間は 10分。

放射加熱強度 50kW/m2、口火なし。

T11.01 EN 45545-2:2013 

Annex C

FTIR 技術を用いた EN ISO 

5659-2 スモークチャンバー

のガス分析

4 分間後および 8

分間後における

GITG[無次元]

最大限度 CITGは、毒性の従来の指数（Conventional 

Index of Toxicity）。

放射加熱強度 50kW/m2、口火なし。試験時間

は 10 分。

T11.02 EN 45545-2:2013 

Annex C

FTIR 技術を用いた EN ISO 

5659-2 スモークチャンバー

のガス分析

4 分間後および 8

分間後における

GITG

最大限度 CITGは、毒性の従来の指数（Conventional 

Index of Toxicity）。

放射加熱強度 25kW/m2、口火あり。試験時間

は 10 分。
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表 1.2.4 試験方法の概要（6/6）

参照 規格 簡単な説明 パラメーター

[単位]

試験基準 補足説明

T12 NF X70-100-1

NF X70-100-2

3.1.5 に記載されている 8 種類

のガスに対するガス分析

GITNLP 最大限度 炉内温度 600℃。

リスト外の製品の毒性。

T13 EN ISO 5659-2 限定条件下におけるケーブル

の燃焼による煙濃度の測定 −

Part 2: 試験手順と試験条件

透過率

[無次元

透過率は%で

報告]

最小限度 使用される装置は EN 61034 に記載されている。

T14 EN 13501-1 EN 13501-1、建造物と建築材料

の耐火等級 − Part 1:火炎に

対する反応試験によるデータ

を用いた等級

表１

[無次元等級]

最小限度 EN ISO 1182 および EN ISO 1716:2010 の A.1、

A.2 に準拠する等級。

T15 EN 50305 鉄道への適用 − 特殊な火災特

性を有する鉄道車両用ケーブ

ル − 試験方法

ITC

[無次元等級]

最大限度

T16 EN 60695-2-11 火災危険性試験 − Part 2-11: 

赤熱した線／熱線に基づく試

験 − 最終製品のためのグロー

ワイヤー燃焼性試験方法

グローワイヤ

ー温度

[℃]

最小限度

T17 EN 60695-11-10 火災危険性試験 − Part 11-

10: 試験炎 − 50W の水平およ

び垂直燃焼試験方法

小規模垂直炎

試験

[無次元等級]

最小限度
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＜表 1.2.3、表 1.2.4 の注釈＞

a（20～24 頁、27,28 頁）

ISO5658-2 の試験中の燃焼液滴/燃焼粒子が燃焼の持続を呈する液滴/粒子として報告され

た※に、あるいは、ISO5658-2 において着火せず、さらに分類不能と報告された材料のような

特殊なケースの場合、以下の要件を追加する。

EN ISO 11925-2 の要件の 30秒の火炎接触試験。

合格要件は、以下のとおり。

-60 秒以内に火炎伝播が 150mm 未満であること。

-燃焼液滴/燃焼粒子がないこと。

b（24 頁）

− 試験中、火炎伝播が座面あるいは背もたれの端を超えないこと。

− 試験中、座席表面の最高点より上の火炎高さが 1000mm を超えないこと。

− 発熱速度の最高点が、試験装置の安全上高すぎる場合、その製品は適合していないこと

とする。

※に 燃焼液滴（溶融滴下）/燃焼粒子の評価

燃焼の持続を呈する液滴/粒子（ISO 5658-2:2006 の 11 条と 13 条を参照）のみ報告しなければならな

い。燃焼の持続とは、床に置かれたきれいなケイ酸カルシウム板の上で、試験片が 10 秒以上燃え続ける

ことであると解釈されている。

a）床の上へ液滴が流れる/粒子が落ちる時に障害となるもの（試験片の下のスチール板や

枠組みの棒といったもの）は、試験器具から取り除かなければならない。

b）ケイ酸カルシウム板の仕様は、EN 13238 におけるケイ酸カルシウム板の基材と同じもの

でなければならない。

c）試験片の中央点から床への距離は、1200mm ± 100mm でなくてはならない。
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1.3 研究目的

これまで、日本と欧州の鉄道車両用材料の火災対策基準について検討を行った結果、以下

に示すように 3つの相違点を見出すことができた。

(1) 火災対策の分類の相違

(2) 燃焼性評価の考え方の相違

(3) 燃焼試験方法の相違

(1) 火災対策の分類の相違について

日本では普通鉄道車両、地下鉄及び新幹線旅客車両に分類して火災対策を設定している。

一方、欧州（EN規格）では路線区分及び車両区分の組み合わせにより、火災の危険性に対

して幅広い状況を想定したハザードレベル(HL)により分類し、様々な列車が運行される欧

州の運行形態に合致する火災対策が規定されている。

(2) 燃焼性評価の考え方の相違について

日本の燃焼性規格では、難燃性、極難燃性、不燃性の 3つのカテゴリーに分類することで

主に材料の耐熱性を評価していると考えられる。それに対して EN 規格では、発熱性や発

煙性、火災発生時に避難するうえで脅威となるガス毒性など、総合的な視点で評価を行って

いる。

(3) 燃焼試験方法の相違について

日本では、天井材を除く全ての材料に対して同一の試験（45°法試験）を実施しており、

評価基準も、「着火性では、着火の有無、発煙性では、煙の量が普通、少ない、僅少」など

目視によるものが多く、実施者によって差異が生じやすい点が課題と考えられる。

これに対し、EN規格では材料ごとに異なる複数の試験を実施しており、試験項目につい

ても日本では規制の対象外である煙の毒性も含まれており、評価基準も定量化されている。

以上の 3点を踏まえて本研究は、45°法試験における材料の燃焼性状を定量化し、EN規

格において規定されている各試験における材料の燃焼性状との比較により、現行の燃焼性

評価手法の課題を抽出することを目的とする。なお、本論文では特に材料の発熱性及び着火

性に着目した。
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１.４ 本論文の構成

本論文は第１章から第 4 章で構成され、各章の概要は下記の通りである。

第１章では、研究背景・研究目的について述べる。

第 2 章では、EN 規格において規定されている試験および 45°法試験の概要、燃焼試験に

使用した材料について述べる。

第 3 章では、EN規格において規定されている試験および 45°法試験の試験結果と両試験

の比較検討および各材料の燃焼性状の分析について述べる。

第 4 章では、本研究の総括を述べる。
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第 2章 実験
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2. 実験

2.1 実験目的

本研究の目的である現行の燃焼性評価手法の課題を抽出するために、EN 規格で定められ

ている試験および 45°法試験を実施し、各材料の燃焼特性値を計測する。次に、計測した

燃焼特性値を比較し、それぞれの評価基準により評価する。そして、評価結果より、両試験

でどれくらい差があるのかを検討する。

2.2 本研究で用いた材料の概要

本研究では、実際に走っている鉄道車両（在来線、地下鉄、高速鉄道）の材料を用いた。

各材料の詳細を下記の表 2.2.1 に、各材料の写真および評価結果を表 2.2.2 に示す。なお、

これ以降各材料を表 2.2.2 に示した略称で呼ぶこととする。

表 2.2.1 試験を実施する鉄道車両用材料一覧

車種 試験体名称 材料詳細

在来線   

一般車両

表地 B
パイル糸：アンゴラゴートウール 地タテ糸：ポリエステル/レーヨン      

地ヨコ糸：ポリエステル/レーヨン

表地 C ポリエステル 100%

仕切壁 メラミン樹脂含浸化粧板、フェノール樹脂含浸コア層、アルミ板

地下鉄  

車両
地下鉄 床敷物

SBR 系ゴム組成物から成るゴム床材、塩素系有機難燃剤、          

無機難燃剤添加混合

海外車両 海外 床敷物
塩化ビニル樹脂、石英粒混合（滑り止め材）                    

（内部）：結合剤入熱処理グラスウール

高速鉄道  

車両
側天井

塗装表地、アルミ上板、ウレタン樹脂系接着剤、炭酸カルシウム

発砲材、ウレタン樹脂系接着剤、アルミ下板

共通
断熱材 A ピッチ系炭素繊維、ポリエステル繊維

断熱材 B （表面および側面）：アクリル酸化繊維不繊布
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表 2.2.2 各材料の写真および評価結果

材料名 座席表地(難燃性)※d 床敷物（難燃性）

各材料の

写真

略称 表地 B 表地 C 地下鉄床 海外床

材料名 断熱材（不燃性） 内装パネル（不燃性）

各材料の

写真

略称 断熱材 A 断熱材 B 仕切壁 側天井

※d表の（）は、各材料の評価結果を表す。

2.3 実験概要

2.2 で示した実際に使用されている鉄道車両用材料に対して、EN 規格で定められている

試験および 45°法試験を実施した。なお本論文では、材料の着火性、発熱性に焦点を当て

ているため、これらの燃焼性状の評価を行う試験についてのみ示すこととする。

＜実験場所＞

東京理科大学 野田キャンパス 火災科学研究センター実験棟 コーンカロリーメータ

試験室

＜実験実施日＞

2016 年 7 月 4 日（月）、6 日（水）、8日（金）、11日（月）、13日（水）、15 日（金）、18

日（月）、20日（水）22 日（金）、25日（月）、27日（水）、29（金）

＜実験予備日＞

2016 年 7 月 9 日（土）、16 日（土）、23 日（土）、30 日（土）
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2.3.1 ISO5660-1 コーンカロリーメータ試験について

（1）試験概要

ISO5660-1 コーンカロリーメータ試験を実施することで、各材料の発熱性・着火性を評

価する。

試験は、規定の大きさ（100mm×100mm、厚さ 50mm 以下）の試験体を、円錐形状のコー

ンヒーターにより、一定の強度（0〜50kW/m2の間で任意の値に設定）で加熱し、加熱によ

り試験体から発生した熱分解ガスをスパークプラグにより着火することで、材料を燃焼さ

せ、材料の着火時間および発熱速度を計測するものである。

発熱速度は、ガス分析装置により、試験体の燃焼で発生した燃焼生成ガスの酸素濃度を

記録し、酸素消費法に基づき、酸素の減少量から発熱速度を算定することで得られる。酸

素消費法とは、「広範囲の一般的な燃料において、消費される酸素の単位質量あたりの燃

焼熱がほぼ一定（約 13kJ/g）である」という方法である。なお、試験は各材料につき 3 回

ずつ行った。

図 2.3.1 試験装置（左）と試験状況（右）

図 2.3.2 コーンカロリーメータ装置の概略図
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（2）試験条件

下記の表 2.3.1 に各材料のコーンカロリーメータ試験の試験条件を示す。

表 2.3.1 コーンカロリーメータ試験条件

部位 試験体名称 要件
実施試

験
試験条件

計測パラ

メータ

評価パラ

メータ

基準値

HL1 HL2 HL3

座席表

地

在来線表地 B         

在来線表地 C
R21

ISO 

5660-1        

コーンカ

ロリーメ

ータ試

験

放射加熱強度

25kW/m²                 

試験時間   

20 分 発熱速度

[kW/m2]

MARHE 

[kW/m2]

75 50 50

床敷物
地下鉄 床敷物       

海外 床敷物
R10 - - -

内装パ

ネル

在来線 仕切壁          

高速鉄道 側天井
R1

放射加熱強度

50kW/m²                 

試験時間    

20 分

- 90 60

断熱材
断熱材 A      

断熱材 B

（3）計測項目

計測項目は以下の通りである。

・試験体の寸法および質量

・発熱速度

・着火時間

・消炎時間

・燃焼性状の変化が見られる時間

・試験前および試験後の試験体の状態

・試験中の試験体（燃焼）の状態

（4）試験手順

（試験準備）

◯試験装置の立ち上げ、各種キャリブレーション。

◯各試験体の寸法および質量の計測・記録。

◯アルミホイル裁断。

◯温湿度の記録。

◯インターバル撮影用カメラの設置。
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（試験開始前〜試験終了後）

１．試験体をホルダーにセット。

２．試験前の試験体写真の撮影。

３．試験体データの入力、試験体ホルダーを装置に設置。

４．試験開始。発熱速度の記録、インターバル撮影およびストップウォッチ開始。

５．試験体の着火時、着火時間の記録、スパークプラグ OFF。

６．試験体の消炎時、消火時間の記録。

７．試験終了。発熱速度の記録、インターバル撮影停止および試験データの保存。

８．試験後の試験体写真の撮影。

９．（必要に応じて）90mm フィルター、アスカライト、ドライライトの交換。

１０．次の試験へ。

（5）テストルール

本実験では、以下の点に留意して試験を実施する。

・試験体の着火確認後、瞬間的な着火現象が連続する場合、燃焼が安定した後に、点火器

（スパークプラグ）を引き上げる。

・試験開始後 10 分で試験体の着火が確認できない（燃焼生成ガスの発生が確認できな

い）場合、その時点で点火器（スパークプラグ）を引き上げる。

2.3.2 45°法試験について

（1）試験概要

省令 83 条に記載されている試験方法に従い実施した。発熱速度の計測には、2.3.1 に示

したコーンカロリーメータ試験装置を用いることで実施した。試験は、コーンカロリーメー

タ試験と同じく各材料につき 3 回ずつ行った。

（2）試験手順

45°法試験の試験方法は、3.3.2 に示した方法に準じる。以下、試験手順について述べ

る。

１）試験体の設置

45°法試験装置（図 1.1.3 参照）に、試験体を設置する。このとき、試験体の長辺方向

の両端をクリップで留めることで、固定する。

２）アルコール容器台の高さ調整

アルコール容器の底の中心が、試験片の下面中心の垂直下方 25.4mm（1 インチ）のとこ

ろにくるように、アルコール容器台の高さを調整する。
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３）グラスウールの準備

アルコールの燃焼を安定させるため、グラスウールを計量し、燃料容器に詰める。この

とき、グラスウールの質量が 125.0mg〜130.0mg となるように、電子天秤を用いて計量す

る。

４）アルコールの注入

グラスウールを詰めた燃料容器に、燃料となるアルコールを 0.5cc 計量し、注入する。

エタノールの計量には、オートビューレットを用いる。

５）アルコール容器の設置および着火

エタノールを注いだアルコール容器を、アルコール容器台に乗せ、点火棒を用いて着火

し、試験を開始する。

（3）発熱速度の計測

１）計測方法

発熱速度の計測は、コーンヒーターを外したコーンカロリーメータ試験装置の集煙フー

ド下に 45°法試験装置を設置し、2.3.2 に記載した手順に従って 45°法試験を実施し、同

時にコーンカロリーメータ試験で発熱速度を記録する方法で行う。なお、発熱速度の計測

時に、表 2.3.3 に示した判定基準に従った各材料の燃焼性の評価を行う。

図 2.3.3 45°法試験装置設置状況
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２）計測項目

計測項目は、以下の通りである。

・試験体の寸法および質量

・着火時間

・消炎時間

・試験後の試験片の質量

・試験前および試験後の試験片の状態

・試験中の試験片の状態

３）計測手順

（試験準備）

◯コーンカロリーメータ試験装置の立ち上げ、各種キャリブレーション。

◯各試験体の寸法および質量の計測・記録。

◯温湿度の記録。

◯インターバル撮影用カメラの設置。

◯グラスウールの計量。

（試験開始前〜試験終了後）

１．試験前の試験体写真の撮影。

２．試験体を 45°法試験装置に設置。

３．45°法試験装置をコーンカロリーメータ試験装置に設置。

４．コーンカロリーメータ試験装置の計測準備。

５．グラスウール、アルコールを容器に入れ、容器を装置に設置、容器台の高さを調整。

６．試験開始。容器への着火、発熱速度の記録、インターバル撮影およびストップウォッ

チ開始。

７．試験体の着火時、着火時間の記録。

８．試験体の消炎時、消炎時間の記録。

９．試験終了。発熱速度の記録、インターバル撮影、ストップウォッチ停止および試験デ

ータの保存。

１０．試験後の試験体写真の撮影。

１１．（必要に応じて）90mmフィルター、アスカライト、ドライライトの交換。

１２．次の試験へ。
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2.3.3 EN 規格における発熱性の評価方法

EN 規格では発熱性を評価するために、表 2.3.3 に示す MARHE といわれる基準値を採用し

ている。

表 2.3.3 EN 規格における基準値

部材
基準値（MARHE, kW/m2）

HL1 HL2 HL3

座席表地 75 50 50

床敷物 - - -

断熱材

内装パネル
- 90 60

表 2.3.3 の基準値 MARHE は、各材料の 3 回の試験における 20 分間の ARHE のうち、最大

の値を示す。

＜ARHE＞

ARHE は、以下のように生じる。

𝑡を時間とし、qを発熱速度としたときの最初のデータポイントを（𝑡ଵ, 𝑞）とし、発熱速度

のデータが一対のデータポイントから与えられるとき、ARHE は以下の式(2.1)より与えられ

る。（台形の面積の仮定を用いる。）

ARHE(𝑡௡) =
∑ (௧೙ି௧೙షభ)×

೜̇"೙శ ೜̇
"
೙షభ

మ
೙
మ

௧೙ି௧భ
                 ・・・(2.1)

t：時間[s]  𝑞̇"：発熱速度[kW/m2]
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一般に、𝑡ଵ = 0, 𝑞ଵ = 0あるいは、少なくとも𝑡は、この条件を満たすように再設定するこ

とができ、上記の式はさらに簡略化することが出来る。

各時間要素の発熱（ℎ௡）は、2 秒のスキャンレートと仮定して計算される。（ISO5660-1）。

最初の発熱要素は、データポイント 1 と 2 から得られ、データポイント 2 をℎଶとして割り

当てると、

ℎ௡ = (ℎ௡ − ℎ௡ିଵ) ×
𝑞̇"௡ + 𝑞̇"௡ିଵ

2

n = 2から n = n までのこれらの要素の総和を、𝑡ଵから𝑡௡までの時間で割ると、

ARHE(𝑡௡) =
∑ ℎ௡௡
ଶ

𝑡௡ − 𝑡ଵ
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第 3章 実験結果
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3 実験結果

3.1 発熱速度と総発熱量の補正

コーンカロリーメータ試験と 45°法試験の発熱速度(以下、HRR)と総発熱量(以下、THR)

の結果をそれぞれ 3.1.1 および 3.1.2 に示す。また、各材料の点火前と着火後で酸素減少量

が正になっていたため、計測した HRR、THR に影響が出ないよう、下記の式(3.1)を用い

て補正を行った。そのため、補正後の結果を示す。

＜補正手順＞

以下の 3 つの手順により補正を行った。

① O2ベースラインの補正

② 補正として用いる値（消火後の安定した酸素濃度）

③ 酸素濃度から HRR を求める。

𝐻𝑅𝑅[kW] = 13100 × 1.1048 × 𝑚̇ ௘ ×
ೣోమ
బ

భబబି
ೣోమ
భబబ

ଵା଴.ହ×
ೣోమ
బ

భబబିଵ.ହ×
ೣోమ
భబబ

              ・・・

(3.1)

𝑚̇ ௘：ダクト質量流量[kg/s]   𝑥୓మ
଴ ：Oଶベースライン[%] 𝑥୓మ：試験中の酸素濃度[%]

13100：コンバージョンファクタ[kJ/kg]  1.1048： ୓మ୫୭୪

ோ௢௢௠஺௜௥୫୭୪×
ೣోమౚ
బ.మబవఱ

+ (1
௫ೀమౚ
଴.ଶ଴ଽହ

) × Nଶmol

CHସ + 2Oଶ → COଶ + 2HଶO

1 + 1.5 × ൬
௫ోమ
బ

ଵ଴଴
−

௫ోమ
ଵ଴଴

൰−
௫ోమ
బ

ଵ଴଴
= 1 + (1.5 − 1)

௫ోమ
బ

ଵ଴଴
− 1.5 ×

௫ోమ
ଵ଴଴

    = 1 + 0.5 ×
𝑥୓మ
଴

100 − 1.5 ×
𝑥୓మ
100 （＝分母）

େ୓మ
୓మ

+ ୌమ୓
୓మ

= 1.5    

3.1.1 ISO5660-1 コーンカロリーメータ試験の発熱速度と総発熱量

各材料の試験前と試験後の様子を図 3.1.1 から図 3.1.8 に示す。なお、左から 1,2,3 回目

とする。次に、試験結果のまとめを表 3.1.1、3.1.2 に、計測した各材料の HRR と THR、

ARHE の結果を図 3.1.9 から図 3.1.24 に示す。
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＜座席表地＞

図 3.1.1 表地 B 試験前と試験後の様子

図 3.1.2 表地 C 試験前と試験後の様子

1）表地 B
1 回目および 2 回目の試験では、試験開始後に表面が捲れ上がり、捲り上がった部分のみ

着火した。3 回目の試験では熱収縮による試験体の隆起を確認した。

2）表地 C
1 回目および 3 回目の試験では、着火後全体的に燃焼した。2 回目の試験では着火後に瞬
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間的な着火を数回確認した。

＜床敷物＞

図 3.1.3 地下鉄床 試験前と試験後の様子

図 3.1.4 海外床 試験前と試験後の様子

3）地下鉄床

3 回の試験ともプラグ付近で小さく燃焼し、その後徐々に燃焼が拡大し、試験体表面が膨

張した。

4）海外床

1 回目および 3 回目の試験では、試験体表面の膨張・収縮が確認された。2 回目の試験で

は、膨張・収縮に加え、融解を確認した。着火は 3 回の試験とも全体的であった。
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＜断熱材＞

図 3.1.5 断熱材 A 試験前と試験後の様子

図 3.1.6 断熱材 B 試験前と試験後の様子

5）断熱材 A
3 回の試験ともに、全ての試験体の中で、最も早く着火が確認された。表面を這うように

燃焼し、消炎（着火時の炎が見えなくなった時点）後は少し膨張してから徐々に収縮し、表

面が陥没した。

6）断熱材 B
3 回の試験ともすぐに着火し、数秒で消炎した。全ての試験体の中で最も燃焼時間が短か

った。試験後の状態より、試験体のフェルト（不織布）部分のみが燃えたことが分かる。
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＜内装パネル＞

図 3.1.7 仕切壁 試験前と試験後の様子

図 3.1.8 側天井 試験前と試験後の様子

7）仕切壁

試験開始後、表面が捲れ上がり、ひび割れが発生し、着火に至った。1 回目の試験では瞬

間的な着火が確認された。着火は、3 回の試験ともに中心部分に集中していた。試験後の状

態から、試験体表面が粉々になっているのが分かる。

8）側天井

3 回の試験ともに表面上の変化がみられないまま約 50 秒で着火に至った。着火は四隅か

ら徐々に中心に向かって拡大した。試験後の状態から、表面がひび割れているのを確認した。
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表 3.1.1 コーンカロリーメータ試験の試験結果(1/2)

試験体名称 寸法[mm]
厚さ

[mm]
質量[g]

質量(アル

ミ）[g]
着火時間[sec.]

消火時間

[sec.]
ARHE[kW/m2] MARHE[kW/m2]

総発熱量

[MJ/m2]

在来線 表地B 1 回目 104.61×102.20 4.19 7.6149 9.8607 47.225 313.335 51.86

51.86

12.16

在来線 表地B 2 回目 104.97×99.36 4.18 7.3574 9.563 52.609(66.319)※e 259.46 47.30 11.45

在来線 表地B 3 回目 102.93×100.25 4.11 7.3567 9.5038 44.613(92.515) 219.809 46.86 10.68

地下鉄 表地C 1 回目 101.59×100.10 2.71 6.2094 8.3878 85.642 146.78 37.93

42.72

5.76

地下鉄 表地C 2 回目 100.94×100.94 2.86 6.2393 8.443 74.856(81.750) ※e 134.412 40.08 5.50

地下鉄 表地C 3 回目 101.60×101.47 2.68 6.3157 8.5094 90.654 172.902 42.72 6.41

地下鉄 床敷物（ゴム）1回目 100.36×100.41 2.78 43.2988 45.4919 89.34 380.743 73.71

76.52

25.03

地下鉄 床敷物（ゴム）2回目 100.16×100.55 3.17 40.4964 42.6945 74.407 337.015 76.52 22.93

地下鉄 床敷物（ゴム）3回目 100.57×100.79 3.08 42.587 44.7743 78.77 397.538 76.20 25.09

海外鉄道 床敷物 1回目 100.01×100.66 2.2 25.363 27.5638 31.521 184.036 101.98

108.34

20.05

海外鉄道 床敷物 2回目 100.38×99.89 2.36 25.8614 28.0528 29.674(31.012) ※e 179.701 108.34 20.30

海外鉄道 床敷物 3回目 99.94×99.06 2.32 25.0742 27.2633 29.718 172.173 108.21 20.36
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表 3.1.2 コーンカロリーメータ試験の試験結果(2/2)

試験体名称 寸法[mm]
厚さ

[mm]
質量[g]

質量(アル

ミ）[g]
着火時間[sec.]

消火時間

[sec.]
ARHE[kW/m2] MARHE[kW/m2]

総発熱量

[MJ/m2]

断熱材 A 1 回目 107.02×107.02 33.16 4.1923 6.4429 2.665 193.984 24.56

24.56

8.53

断熱材 A 2 回目 104.36×103.59 28.68 3.8357 6.1037 1.925 207.724 23.11 7.15

断熱材 A 3 回目 108.16×106.00 30.9 3.9284 6.3629 2.001 184.753 24.18 7.30

断熱材 B 1 回目 104.28×102.71 23.47 5.1369 7.3606 4.395 10.631 29.04

29.04

3.44

断熱材 B 2 回目 104.89×109.28 22.05 5.3942 7.6479 4.085 10.675 28.52 3.72

断熱材 B 3 回目 105.07×105.30 26.38 6.1558 7.4188 3.822 9.719 28.30 3.88

在来線 仕切壁 1回目 99.89×100.17 1.71 37.2284 39.4904 26.919(37.597) ※e 87.802 24.4

30.25

5.21

在来線 仕切壁 2回目 99.96×99.97 1.68 37.1959 39.4472 29.658 82.939 29.10 5.77

在来線 仕切壁 3回目 100.12×100.08 1.66 37.2258 39.4604 約 27.00※f 約 90.00※f 30.25 6.45

高速鉄道 側天井 1回目 100.08×100.36 7.43 33.9468 36.1882 55.687 281.646 25.65

35.75

7.16

高速鉄道 側天井 2回目 100.56×100.36 7.35 34.4969 36.7489 50.96 241.672 35.75 8.06

高速鉄道 側天井 3回目 100.58×100.36 7.03 33.8286 36.0895 41.171 253.401 28.43 6.62

※e 着火時間および消炎時間において（ ）内の数値の表記がある試験では、最初の着火時間後、複数回、瞬間的な着火現象が確認できたた

め、安定した燃焼に至った時の着火時間および消火時間を（ ）内に記した。

※f在来線 仕切壁 3 回目は、不手際により着火時間と消火時間の結果が消えってしまったため、おおよその時間を記してある。
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図 3.1.9 表地 B の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]

図 3.1.10 表地 C の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]
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図 3.1.11 表地 B の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]

図 3.1.12 表地 C の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]
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図 3.1.13 地下鉄床の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]

図 3.1.14 海外床の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]
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図 3.1.15 地下鉄床の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]

図 3.1.16 海外床の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]
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図 3.1.17 断熱材 A の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]

図 3.1.18 断熱材 B の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]
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図 3.1.19 断熱材 A の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]

図 3.1.20 断熱材 B の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]
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図 3.1.21 仕切壁の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]

図 3.1.22 側天井の発熱速度[kW]と総発熱量[kJ]
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図 3.1.23 仕切壁の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]

図 3.1.24 側天井の発熱速度[kW/m2]と ARHE[kW/m2]
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3.1.2 45°法試験の発熱速度と総発熱量

コーンカロリーメータ試験装置内で試験を行うことで各材料の HRR と THR を計測し

た。その際、火源であるエタノールの燃焼も含まれるため、エタノール単体の HRR につい

ても計測した。（ブランク試験）

各材料の試験前と試験後の様子を図 3.1.25 から図 3.1.32 に示す。なお、左から 1,2,3 回

目とする。次に、実験結果のまとめを表 3.1.3、3.1.4 に、各材料の計測した HRR を図 3.1.33

から図 3.1.41、火源であるエタノールの HRR を図 4.1.25 に示す。なお、コーンカロリー

メータ試験と同様に、本試験結果も補正後の結果を示す。

また、各試験体の HRR のピークとエタノールの HRR のピークは、約 20 秒ほどのズレ

が生じており、単純に足し引きすることが困難なため、各材料の結果に計測したエタノール

の HRR、THR を示す。
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＜座席表地＞

図 3.1.25 表地 B の試験前(左)と試験後(右)の様子

図 3.1.26 表地 C の試験前(左)と試験後(右)の様子

1)座席表地（表地 B・C）

座席表地は両試験体とも約 20 秒で着火に至った。表地 B は点火後、試験体が捲れ上がっ

て着火に至った。表地 C については、瞬間的な着火を数回確認した後、試験体の溶融がみ

られた。
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＜床敷物＞

図 3.1.27 地下鉄床の試験前(左)と試験後(右)の様子

図 3.1.28 海外床の試験前(左)と試験後(右)の様子

2)床敷物（地下鉄床・海外床）

地下鉄床は海外床に比べ着火が遅かったが、消火時間は両試験体ともほぼ同じであった。

海外床は、本試験において最も燃焼時間が長い材料であった。両試験体の試験後の炭化面積

の違いにより確認することが出来る。
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＜断熱材＞

図 3.1.29 断熱材 A の試験前(左)と試験後(右)の様子

図 3.1.30 断熱材 B の試験前(左)と試験後(右)の様子

＜内装パネル＞

図 3.1.31 仕切壁の試験前(左)と試験後(右)の様子


